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後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ
　マイナ保険証を基本とする仕組みに円滑に移行する観点から、令和 8 年 7 月 31 日までの
暫定的な運用として後期高齢者医療資格確認書を全被保険者へ送付します。
 発送時期  令和 7 年 7 月 11 日 ( 金 )　資格確認書は茶色
 有効期間  令和 7 年 8 月 1 日 ( 金 ) ～令和 8 年 7 月 31 日 ( 金 )
限度額適用認定について
　現役並み所得者Ⅱ ･ Ⅰ、低所得者Ⅱ ･ Ⅰの人は以下の方法により、
保険医療機関などの窓口における一部負担金の金額を自己負担限度額
までに抑えることができます。
●マイナ保険証をお持ちの場合
保険医療機関などの受け付け時にマイナ保険証を提示してください。
●マイナ保険証をお持ちでない場合
限度区分が併記された資格確認書を提示してください。（申請が必要です）
認定証の申請手続きが省略される人
　次の人は、令和 8 年 7 月 31 日まで使用できる、限度区分が併記された資格確認書を送付します。
① 令和 6 年 8 月 1 日以降に交付を受け、現在も該当し、今年度も引き続き現役並み所得者Ⅱ、Ⅰの人
② 令和 6 年 8 月 1 日以降に交付を受け、現在も該当し、今年度も引き続き住民税非課税世帯に属する人
 問合  国保年金課医療年金係☎内線 3132

納期限
第 1 期 第 2 期 第 3 期 第 4 期 第 5 期

7 月 31 日 9 月 1 日 9 月 30 日 10 月 31 日 12 月 1 日

第 6 期 第 7 期 第 8 期 第 9 期

12 月 25 日 2 月 2 日 3 月 2 日 3 月 31 日

税率 ( 所得割額、均等割額、平等割額の合計が年税額 )

区分
令和 7 年度の税率

医療分 後期支援分 介護分

所得割額 世帯内の加入者の
所得に応じて計算 7.3％ 2.6％ 2.4％

均等割額 世帯内の加入者の
人数に応じて計算 27,800 円 9,800 円 11,900 円

平等割額 加入者がいる世帯
に一律で計算 22,500 円 7,700 円 6,700 円

課税限度額 国保税額が課税限
度額を超えた場合 66 万円 26 万円 17 万円

※ 介護分については、40 歳～ 64 歳 ( 介護保険第 2 号被保険者 ) の人が納
　 めます

　国民健康保険税 ( 国保税 ) は、国民健康保険 ( 国
保 ) の運営を支える大切な財源です。病気やけ
がに備え、加入者が負担能力に応じて納付する
仕組みになっています。7 月 10 日 ( 木 ) に、世
帯主へ国保税納税通知書を発送します。
納税義務者
　国保に加入していない世帯主でも、世帯内に
加入者がいる場合は、世帯主が納税義務者です。
納付方法
① 納付書、口座振替 ( 普通徴収 )　　
　通知書に同封する納付書で納付してください。
口座振替は、納期限の日（第 6 期は 12 月 23 日）
に引き落とします。口座振替は市内に本支店の
ある金融機関で手続きできます。
② 年金天引き ( 特別徴収 )
　世帯主が国保加入者で年金受給者の場合、一
定の要件を満たすと年金から天引きされます。
※申請により口座振替に変更可

国保税を納めないでいると・・・
　督促状が送付され、滞納処分の対象となりま
す。さらに、特別な事情なく、納期限から 1 年
以上滞納を続けると、医療費はいったん全額自
己負担で支払わなければなりません。
　未納となる前に、早めにご相談ください。
 問合  国保年金課国保係☎内線 3134

国民健康保険税の納付をお忘れなく
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